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解 　 　 説特集：建設工事の安全管理

建設現場における安全衛生管理
田中　正晴＊

1．は じ め に

建設業における労働災害は長期的には減少している。休
業 4日以上の死傷者数でみると，図 - 1のとおり，昭和
53年以降減少を続けてきたが，平成 23年から 2年間連続
して増加し，平成 26年は対前年比 5人減の 17 184人と増
加傾向に歯止めはかかり，その後，1万 5千人台で横ばい
状態にある。一方，死亡者数は，図 - 2のとおり，平成
28年に 300人台を切ったものの，その後 300人台前半で
推移している。最近の建設業における労働災害発生状況の
特徴は次のとおりである。

1） 建設業就業者の全産業における比率（8 %程度）に
比して，労働災害による死亡者の比率（約 30 %強）
と高いこと

2） 死亡災害は，墜落・転落災害，建設機械・クレーン
等災害，倒壊・崩壊災害といういわゆる「三大災害」
で図 - 3のとおり 7割近くを占めており，さらに，
近年は，交通事故の占める割合が増加していること

3） 墜落・転落災害の発生は，足場および足場が十分に
設置できない屋根，梁などからが多いこと

4） 労働災害の発生は建設投資の増減と同様の動きをし
ているが，災害の発生率を見ると建設投資の動向と
は独立的に減少傾向で推移していること（図 - 4）

わが国の建設現場の労働災害防止対策は，労働安全衛生法に基づく統括管理という元請事業者と下請事業者の協力体制で
安全衛生管理を進める仕組みにより，所属の異なる労働者が錯綜する現場を管理し，進められている。この体制のもとで，従
来からの安全衛生管理を尊重し，地道な労働災害防止対策が粛々と進められている。さらに，技術革新，社会経済情勢の変化
に柔軟に対処するために，法令遵守型から先取り型へと変化しており，労働安全衛生マネジメントシステムの導入が進められ
ている。建設業労働災害防止協会（建災防）では，建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス：COHSMS）とい
うスキームを立ち上げた。さらに，建設業の安全衛生はメンタルヘルス対策など今まで取り組みが十分でなかった分野にも拡
大が進んでいる。

キーワード： 建設業労働災害防止協会（建災防），労働安全衛生法，メンタルヘルス，建設業労働安全衛生マネジメトシス
テム（コスモス）

図 - 1　死傷災害の経年変化 1）

図 - 2　死亡災害の経年変化 1）

＊ Masaharu TANAKA

建設業労働災害防止協会
専務理事

全産業

（注）　昭和 47年までの休業 8日以上の死傷災害件数については，
　　労働者死傷病報告による。
　　　昭和 48年から平成 24年の休業 4日以上の死傷災害件数に
　　ついては，労災給付データによる。
　　　平成 23年以降は労働者死傷病報告による。
　　　平成 23年は，東日本大震災による全産業 2 827人，建設
　　業 303人を除く。（労災給付）

600 000

48
1 6

86
39

4 6
27

34
5 2

93
23

2 9
53

18
9 5

89
15

6 7
26

12
5 9

18
11

9 2
91

10
5 7

18
10

7 7
59

11
7 9

58
11

9 5
76

11
8 1

57
11

9 5
35

11
6 3

11
11

7 9
10

12
0 4

60
12

7 3
29

13
4 5

52
11

1 3
89

11
1 0

26
68

 35
5

54
 35

7
41

 68
8

30
 65

0
24

 38
2

21
 46

5
21

 39
8

16
 77

3
17

 07
3

17
 18

9
17

 18
4

15
 58

4
15

 05
8

15
 12

9
15

 37
4

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

建設業

昭和 平成
36 42 52 62 4 9 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30（年）

0

（人）

全産業

（注）　平成 23年は，東日本大震災を直接の原因とする
　　全産業 1 314人，建設業 168人は含まない。

8 000

6 000

7 000 6 7
12

5 9
90

3 3
02

2 3
42

2 3
54

2 0
78

1 6
58

1 3
57

1 0
75 1 1
95

1 0
24

1 0
93

1 0
30

1 0
57

97
2

92
8

97
8

90
9

2 6
52

2 4
05

1 4
64

98
3

99
3

84
8

60
7

46
1

37
1

36
5

34
2

36
7

34
2

37
7

32
7

29
4

32
3

30
9

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000
建設業

昭和 平成
36 42 52 62 4 9 14 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30（年）

0

（人）



29Vol.62,  No.2,  Mar.  2020

特集 /解説

2．労働災害防止に関する法体系の概要　

2.1　一般的な規定
労働安全衛生法（安衛法）は昭和 47年に労働基準法（労
基法）から分離して労働災害防止に特化した法律として制
定された。したがって，目的（第 1条）において，安衛法
は労基法と相まって危害防止基準の確立など労働災害防止
に関する総合的，計画的な対策を推進することにより労働
者の安全と健康を確保するとともに，快適な作業環境の形
成を促進することとしている。「事業者等の責務（第 3条）」
においては，最低基準の遵守はもとより一般労働条件の改
善などを通じて労働者の安全と健康を確保すべきと規定し
ている。最近の数度の改正により，メンタルヘルス対策，
労働時間対策の一環で産業医の関与の強化など，健康管理
への規定が整備されてきている。
安衛法の主たる義務者は事業者であるが，両罰規定（第

122条）において，安衛法違反に実際に関わった実行行為
者個人を罰するとともに，事業者も罰金刑を科することと
されている。
2.2　建設業の安全衛生管理体制に関する特別規定
建設工事現場におけるわが国独自の規制として，統括安
全衛生管理体制がある（表 - 1）。
一般の事業場では，総括安全衛生管理者が安全管理者，
衛生管理者などを指揮する体制であるが，数次の請負関係

にある事業場の労働者が同一の作業場所で作業を行うこと
の多い建設業および造船業の元方事業者（特定元方事業者）
に対し，混在して仕事をすることにより発生する労働災害
を防止するため，次の統括管理義務を負わせている。

1） 特定元方事業者および関係請負人（実際には現場の
業務を統括している者）が参加する安全衛生の協議
組織の設置

2） 特定元方事業者と関係請負人との間および関係請負
人相互間の連絡および調整

3）毎作業日少なくとも一回の作業場所の巡視
4） 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に関する指
導および援助

5） 仕事の工程に関する計画および使用する機械・設備
などの配置に関する計画の策定，さらに，機械・設
備などを使用する作業に関して関係請負人が法令に
規定される措置の実施についての指導

工事現場の労働者が一定の規模以上となる場合に，特定
元方事業者は工事現場ごとに統括安全衛生管理者の選任が
義務付けられている。さらに，統括管理すべき事項の内で
技術的事項を担当する元方安全衛生管理者を選任する必要
がある。また，統括安全衛生管理者および元方安全衛生管
理者の選任が義務付けられていない現場で，一定の規模以
上の場合には，店社安全衛生管理者を直轄上位の組織に置
くことが義務付けられている。

表 - 1　通常の現場における統括安全衛生管理体制 1）

2.3　労働災害防止団体法
この法律は昭和 39年に制定されたもので，労働災害防

止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進す
るための措置を講じ，労働災害防止に貢献することを目的
としている。
この法律に基づき，建設業労働災害防止協会（建災防）
などの労働災害防止団体が設立された。この法律において
建災防などの業別団体の責務として業種別に労働災害防止
規程を定めることが明記されている。

3．基本的な労働災害防止対策

建設現場では前記のとおり，わが国特有の統括安全衛生
管理体制により，元請事業者および下請事業者との連携の
下で労働災害防止対策が進められている。
基本的な対策を列挙すると次のようになる。

図 - 3　平成 30年の三大災害など（死亡災害）

図 - 4　建設投資額と死亡者数 1）
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1）店社および現場作業所の安全衛生管理体制の確立
2）安全衛生計画の策定と推進
3）リスクアセスメントの実施
4）建設業労働安全衛生マネジメントシステムの活用　
5）安全衛生教育の実施
6）安全衛生点検
3.1　労働災害防止対策の中期計画
この基本的な労働災害防止対策を推進する中期的な計画
として，昨年度に厚生労働省が策定した 2018年度から
2022年度までの 5カ年計画である「第 13次労働災害防止
計画」およびこの計画と連動して建災防の策定した「第 8
次建設業労働災害防止 5カ年計画」がある。これらの計画
における目標は，建設業において，労働災害による死亡者
数を 5年間で 15 %削減することであり，建災防の計画で
はこれに加え，墜落・転落災害による死亡者数を 15 %削
減することを目標としている（図 - 5および図 - 6）。

3.2　個別の対策
個別の対策については，墜落・転落災害，熱中症および
メンタルヘルス対策の三点に関して詳しく述べる。
⑴　墜落・転落災害防止対策
既述のとおり，墜落・転落災害は，死亡災害および休業

4日以上の死傷災害において，全体に占める割合が大きく，
従来から重点事項として対策を講じてきたところである。
この災害対策の基本は，足場などの作業床を確保するこ
とであり，この対応ができない場合については安全帯など

の保護具による対策をとる必要がある。
具体的には，脚立や可搬式作業台での作業，足場などの
組立て・解体作業，はしごや屋根などでの作業ではリスク
アセスメントを必ず実施し，危険源の確定および墜落・転
落災害防止対策を確実に実施することが重要である。
昨年の安衛法令の改正により，高さが 2 m以上の箇所で，
建築鉄骨の組立て・解体・変更作業，柱上作業，木造家屋
など低層住宅における作業などで，作業床を設けることが
困難な場合には，フルハーネス型安全帯などの適切な安全
帯を用いることが義務化され，その場合には特別の教育を
受けることとされた。フルハーネス型安全帯の使用につい
ては，（一社）日本建設業連合会安全委員会の取りまとめた
「建設工事における“墜落制止用器具（通称「安全帯」）”
に係る『活用指針』」が参考になる。

⑵　熱中症防止対策
地球温暖化による気候変動のためか，気象に関する予報
用語に，平成 19年の改正で「熱中症」，「猛暑日」が追加
されるなど，夏期を中心とする時期での暑熱環境が厳しく
なっている。とくに建設業は屋外での作業等が多く，暑熱
環境の影響を強く受けることとなる。図 - 8は過去 5年
間の業種別の熱中症による死傷者数の発生状況を示してお
り，建設業がもっとも多い。

熱中症防止対策の具体的な事項としては，黒球のついた
適切な測定器によるWBGT値（暑さ指数）の把握と評価
により，WBGT値の低減対策を進めることが基本となり，
それぞれの管理面から整理すると以下のとおりとなる。

図 - 5　死亡災害の推移と目標（建災防の目標値）

図 - 7　フルハーネス型安全帯の使用例 2）

図 - 8　熱中症による死傷者数の業種別の発生状況 3）

図 - 6　墜落・転落の死亡災害の推移と目標
（建災防の目標値）
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1） 作業環境管理の面からは，休憩場所の設置，体を適
度に冷やす設備の設置，水分および塩分の補給の備
えなど

2） 作業管理の面からは，WBGT基準値に応じた作業時
間，休憩時間の設定，熱への順化の配慮など

3） 健康管理の面からは，日常の健康管理の指導，作業
開始前の労働者の健康状態の確認

4） 雇入れ時，新規入場時および日々の朝礼時における
教育や研修を繰返し行うこと

5） 異常時の措置としては，症状に応じてであるが，救
急隊の要請は躊躇せずに行うこと

⑶　メンタルヘルス対策　
改正労働安全衛生法（平成 26年 6月 25日公布）に基づ
く労働者に対して行う心理的負担の程度を把握するための
検査（ストレスチェック制度）は，平成 27年 12月から施
行されたところである。建設業においては，建設現場が労
働者の主たる職場であり，元請，下請の関係の中で業務が
進められていることから，建災防においては建設現場にお
いて有効と考えられる独自のメンタルヘルス対策の手法を
開発した。
そして，図 - 9に示すとおり，建設現場で導入されて
いる「安全施工サイクル」に，「建災防方式健康 KYと無
記名ストレスチェック」を組み込んで実施する建設現場に
おけるメンタルヘルス対策の運用を提案している。

なお，「安全施工サイクル」は，建設現場における安全
衛生管理活動をサイクルとして実施することを習慣化する
ために安全施工サイクル運動として展開されている。

1） 「健康 KY」は，KY活動（危険予知活動）において，
睡眠，食欲，体調に関する三つの問いかけを職長か
ら各作業員に毎日繰返し行い，日々の体調を把握す
るもの

2） 「無記名ストレスチェック」は，安全朝礼など，元請
社員，作業員全員が集合する場で一斉に実施し，各
集団のストレス度を把握および分析し，職場環境の
改善を行うための取組み

さらに，不安全行動の防止にもメンタルヘルス対策が効
果的であることが，図 - 10のチャートから説明できるこ
とが分かってきており，従来型の労働災害をなくすという
観点からも有効な手法として期待される。

4．建設業労働安全衛生マジメントシステム

労働災害防止対策が，英国から展開されている「法律遵守
型」から「先取り型」への潮流の下で，国際労働機関（ILO）
では，労働安全衛生マネジメントシステムガイドラインを
2001年 6月（平成 13年）に策定した。I LOのガイドライ
ン策定に大きく貢献したわが国の「労働安全衛生マネジメ
ントシステムに関する指針」（MS指針）は平成 11年 4月
に労働省告示として公表されている。このような背景の下
で建災防が進めている「建設業労働安全衛生マネジメント
システム（コスモス）」について説明する。
建災防では，労働省（現在は厚生労働省）が策定した

MS指針に，①建設工事が有期の事業であり，②店社お
よび作業所が一体となって労働災害防止に取り組んでいる
という建設業の特性を付加した「建設業労働安全衛生マネ
ジメントシステムガイドライン」（コスモスガイドライン）
を平成11年11月に策定し普及に努めてきたところである。
そして，平成 18年 3月に公表された「危険性または有
害性等の調査等に関する指針」（リスクアセスメント指針）
に基づきMS指針が改正されたことを受けて，建災防では
平成 18年 6月にコスモスガイドラインの必要な改正を行
い，平成20年 4月からコスモス認定制度の運用を開始した。
さらに，図 - 11に示される建設業の安全衛生活動を取

り巻く状況の変化への対応および国際規格の一つである
ISO45001などの動向との整合性を図るため，コスモスガ
イドラインを改定した「ニューコスモス」を構築し，その
展開を進めている。この次の段階として，マネジメントシ図 - 9　無記名ストレスチェックと健康KY1）

図 - 10　ストレスと不安全行動 1）

図 - 11　ニューコスモス構築の考え方
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日本工業規格
ISO45001JIS Q45001

JIS Q45100

＜国の指針＞

（ILO-OSH2001）

（MS指針）
→労働安全衛生環境の変化に対応し，J1S Q45001も踏まえた改正（令和元年 7月）

「労働安全衛生マネジメントシステムのガイドライン」

「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」

建設業労働災害防止協会

（COHSMS（コスモス）ガイドライン）
→MS指針にも準拠した，建設業の労働安全衛生マネジメントシステムのガイドライン

→「メンタルヘルス対策」「ICT」等の項目を追加。
各指針や規格を包括的に追加して改訂。

（平成 30年 4月）
→コスモスガイドラインに基づくマネジメントシステム。

→ニューコスモスに基づく，中小規模事業所向けのマネジメントシステム。

「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン」

「コンパクトコスモス」

「建設業労働安全衛生マネジメントシステム」（ニューコスモス）
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ステムの導入が進んでいない小規模の建設事業場の安全衛
生水準の向上を図るために，コスモスの基本的事項を維持
しながら，実施運用上での負担の軽減を図った「コンパク
トコスモス」の導入を図っている。

5．お わ り に

建設業では，2.2で述べたとおり，わが国独自の統括安
全衛生管理体制の下で，三大災害撲滅運動，安全施工サイ
クル運動，KY活動などが進められてきた。最近では，人
材不足への対応や生産性の向上などを図るため，国土交通
省を中心に，i-Constructionの展開が進められており，ICT
を活用した機械の建設現場への導入が増加している。この
ような機械および手段が労働災害防止にも効果的に活用さ
れること，さらに VRの活用による安全衛生教育がさらに
進むことを，期待するところである。
また，平成 31年 4月から，入管法の改正により特定技

能外国人受入が始まったところである。建設現場でのコミ
ニュケーション不足による安全衛生水準の低下などが懸念
されるが，建災防では現場での安全標識の国際化を進める
とともに，外国人労働者向けの安全衛生教育についても対
応を進めており，今後の建設現場の変化に対応することと
している。
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PC技術規準シリーズ

コンクリート橋・複合橋 保全マニュアル

定　　価  7,480 円（税込）／送料 500 円
会員特価  6,300 円（税込）／送料 500 円

公益社団法人  プレストレストコンクリート工学会  編
技報堂出版

2018年7月
　本工学会 PC技術規準委員会「PC橋の維持管理マニュアル作成委員会」は，道路橋を効率的に点
検，保全するために，2018年 3月に策定しました。本マニュアルは，国内で採用されているコンク
リート橋，PC 橋および複合橋の各種形式の道路橋を網羅しており，また，それらの橋梁付属物を
含め，過去の変状事例や実験結果をもとに，最新の知見に基づいて構造物ごとに取りまとめていま
す。第一線の橋梁技術者必携のマニュアルと言えます。是非お手元に置いてご活用ください。
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